
                        

 

 

 

 

令 和 5 年 1 0 月 6 日 

福島行政監視行政相談センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総務省は、行政相談委員を永年務め、その業績が特に顕著で、 

他の模範と認められる方を総務大臣から表彰しています。 

令和 5 年度は、福島県内から上記 3 人の方が受賞されることと

なりました（受賞委員のプロフィール等は別紙をご覧ください。）。 

 

【表彰式の日程】 

〔日 時〕 令和5年10月18日（水） 11:00～  

〔場 所〕 京王プラザホテル（東京都新宿区）5 階 コンコードボールルーム 

 

 

 

 

《本件連絡先》福島行政監視行政相談センター 

行政監視行政相談課長 森 

電 話：024－534－1101 

E-mail：fukus30@soumu.go.jp 

県内の 3 人の行政相談委員が総務大臣表彰を受賞 
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－国民の身近な相談相手として、長年の功績により受章－ 

 

 

 

行政相談委員とは 

行政相談委員法（昭和 41 年法律第 99 号）に基づき、総務大臣が委嘱する民間ボランティア 

（任期２年（再委嘱可））。地域の方々から国等の仕事に関する苦情などの相談を受け付け、助言や

関係機関への通知を行っています。各市町村に１人以上配置されており、全国で約 5,000 人、    

福島県内には 114 人（令和 5 年 10 月 1 日現在）が配置されています。 

＜行政相談マスコット：キクーン

＞ 



（別 紙） 

【受賞者のプロフィール】              （市町村建制順、敬称略） 

 

         委員氏名 原田
は ら た

 慶二
け い じ

（二本松市担当） 

・年齢：78歳 

・平成21年4月に行政相談委員に委嘱（通算委嘱期間：14年6月） 

・定例相談所を住民に身近な場所(福祉センター)で毎月開設し、行政に

対する苦情･要望等を受け、相談者に寄り添った助言等を行ってきた。 

・長年、二本松市の行政相談委員の中心的存在であり、広報活動や  

特設相談所の開催を通じて、同市の委員活動を支えている。 

・役員歴：福島行政相談委員協議会理事（平成25年4月～現在） 

福島行政相談委員協議会副会長（令和３年5月～現在） 

・表彰歴：東北管区行政評価局長表彰（令和２年５月） 

 

 

委員氏名 赤坂
あかさか

 貞夫
さ だ お

（中島村担当） 

          ・年齢：74歳 

・平成19年10月に行政相談委員に委嘱（通算委嘱期間：16年） 

・定例相談所を住民に身近な場所（村総合福祉センター）で、委嘱時    

以来16年に渡り、毎月開催するなど、地域住民の身近な相談相手とし

て、相談者に寄り添った地道な活動を継続してきた。 

・役員歴：福島行政相談委員協議会理事（令和５年５月～現在） 

・表彰歴：東北管区行政評価局長表彰（平成29年５月） 

 

 

           委員氏名 真弓
ま ゆ み

 好司
こ う じ

（玉川村担当） 

          ・年齢：74歳 

・平成23年7月に行政相談委員に委嘱（通算委嘱期間：12年3月） 

・特設相談所を毎年、複数箇所で開催し、受け付けた事案に的確に  

対応しているほか、自らの問題意識を総務大臣への委員意見として

提報するなど、委員として積極的に活動している。 

・役員歴：福島行政相談委員協議会理事（平成29年4月～現在） 

福島行政相談委員協議会事務局長（令和５年５月～現在） 

・表彰歴：東北管区行政評価局長表彰（令和３年５月） 

 

※ 受賞者の写真については、ご希望があれば電子媒体を提供いたしますので、当センターまで 

 お知らせください。 


